
 
 

第６号議案 

２０２４年 ４月 ３日 

第４４９回理事会 

 

広域系統整備計画における基本要件及び受益者の範囲の決定並びに 

実施案及び事業実施主体の募集の要否について 

（案） 

 

北海道本州間連系設備（日本海ルート）及び中国九州間連系設備に係る計画策定プロセ

スについて、業務規程第 56 条の規定に基づき、広域系統整備委員会での審議を踏まえて、

別紙１及び別紙２のとおり基本要件及び受益者の範囲を決定し、公表することとしたい。 

また、業務規程第 56 条の２の規定に基づき、同計画策定プロセスに係る実施案及び事業

実施主体の募集の要否について、下記のとおりそれぞれ決定し、公表することとしたい。 

 

記 

 

１．基本要件及び受益者の範囲 

（１）北海道本州間連系設備（日本海ルート） 

別紙１のとおりとする。 

 

（２）中国九州間連系設備 

別紙２のとおりとする。 

 

２．実施案及び事業実施主体の募集の要否について 

（１）北海道本州間連系設備（日本海ルート） 

新設工事が大部分であり、実施案及び事業実施主体の選定の公平性・透明性確保

の観点等から、実施案及び事業実施主体の募集を行う。 

 

（２）中国九州間連系設備 

 新設工事が大部分であり、実施案及び事業実施主体の選定の公平性・透明性確保

の観点等から、実施案及び事業実施主体の募集を行う。 

 

【添付資料】 

別紙１：北海道本州間連系設備（日本海ルート）に係る広域系統整備計画 基本要件及

び受益者の範囲（案） 

別紙２：中国九州間連系設備に係る広域系統整備計画 基本要件及び受益者の範囲（案） 
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I. はじめに 

1. 検討開始の経緯 

本機関が 2017 年に広域系統長期方針を策定して以降、我が国の電力ネットワー

クの整備の考え方は大きく変化してきた。 

これまでは系統混雑がないことを前提とし、系統連系申込を受けてから連系後の

想定潮流が流通設備の運用基準値を超過するか否かを評価し、超過する場合には系

統整備を実施するとの考え方であった。今後は、系統混雑を前提とした上で、電源

の導入見込みを考慮して費用便益評価に基づいて系統整備を実施するという新し

い系統整備の考え方へ転換していくこととなる。 

そして、電力ネットワークにおけるこの新しい考え方に対応するよう、費用便益

評価に基づく新しい設備増強規律、混雑を前提とした系統利用ルールや電力ネット

ワークの整備費用を全国で負担する仕組み（全国調整スキーム）などが整理されて

きている。 

加えて、2021 年 10 月第６次エネルギー基本計画が閣議決定され、2050 年カ

ーボンニュートラルの実現に向けた国の動きが活発さを増した。一方で、北海道胆

振東部地震や豪雨・台風による大規模停電や送電線等への被害により、安定供給確

保のための電力インフラのレジリエンス強化の重要性が再認識された。こうした背

景のもと、電力ネットワーク強靱化と再エネの主力電源化の実現といった長期的な

視点で電力ネットワークの具体的な絵姿を示すことが求められていた。 

こうしたことから、これまでの広域連系系統のあるべき姿の実現に向けた取組の

方向性を踏まえつつ、2017 年３月に策定した広域系統長期方針を大幅に見直すこ

ととし、広域連系系統に係る将来動向などの見通しや、将来の広域系統整備に関す

る長期展望など、更には長期展望の具体化に向けた取組などから構成された広域系

統長期方針（広域連系系統のマスタープラン）の検討を 2020 年８月より開始した。 

こうした中、通常であれば、全国大の系統増強計画である広域系統長期方針の策

定を待って、個々の地域間連系線等の整備計画の検討を進めるところ、第 43 回再

生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2022 年７月）に

おいて、再エネの導入を加速化する政策的な観点から、一部の地域間連系線につい

ては、広域系統長期方針の策定を待たずに検討を具体化することが重要であること

が示された。そして、東地域（北海道～東北～東京間）及び中西地域（関門連系線・

中地域）の地域間連系線を対象に、広域系統整備に関する検討の要請を同小委員会

から受けた。 

このため、本機関は、業務規定第 51 条の４に基づき 2022 年７月 20 日に計画

策定プロセスを開始した。 

東地域（北海道～東北～東京間）については、海洋再生可能エネルギー発電設備

の整備に係る海域の利用の促進に関する法律（平成 30 年法律第 89 号）に基づく洋

上風力の導入見込みや電源等開発動向調査の結果等を踏まえると、2030 年頃に向
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けて北海道エリアや東北エリアにおいて、需要を大幅に上回る再エネが導入される

見込みであり、全国での再エネの活用に向けては、地域間連系線の整備が重要であ

る。現在建設中のものを含む既設連系線（北海道本州間約 1.2GW、東北東京間約

10GW）だけでは、今後送電容量が不足することが想定されることから、これらと

合わせて北海道本州間をつなぐ連系設備を新たに整備することは、北海道エリア・

東北エリアの再エネを本州の大消費地に送電することを可能とするために必要で

ある。加えて、今後、増加すると考えられる再エネの出力制御への対応としても効

果が期待される。 

 また、地域間連系線の整備は、大規模停電リスク等への対応というレジリエンス

強化の面を併せ持ち、電力の安定供給の観点からも重要であり、例えば、災害時に

おける地域間の電力融通の複線化、北海道における稀頻度事故に対する供給信頼度

向上、既設の北本連系線の変換器を更新する場合の電力の安定供給維持等の定性的

な効果も期待される。 

このように、北海道本州間連系設備（日本海ルート）の整備は、広域的取引上、

特に重要なものであり、現時点での費用便益の評価には反映しきれない将来の再エ

ネ電源の活用も期待されることから、引き続き、工事費等を精査しつつ、将来的な

再エネ導入拡大の見込みや、電力のレジリエンス強化の観点のほか、社会的ニーズ

を加味し、可能な限り早期に増強し、東日本における再エネを含めた電気の広域的

な運用につなげていく旨についての方向性が国1にて示された。 

以上の状況を踏まえ、北海道本州間連系設備（日本海ルート）に係る広域系統整

備の基本要件及びその系統整備の目的に照らした受益者の範囲について、以下のと

おり取りまとめるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 第 70 回電力ガス・基本政策小委員会（2024 年２月 27 日）及び第 60 回再生可能エネルギー大量

導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2024 年３月７日） 



3 

 

2. 計画策定プロセス開始手続き 

本機関は、2022 年７月 13 日、国からの要請を受けたことから、業務規程第 51

条の４の規定に基づき、広域系統整備計画の策定に向けた計画策定プロセスを2022

年７月 20 日に開始した。 

 

 

（参考１）第 43 回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク 

小委員会（2022 年７月 13 日） 資料２より抜粋 

 

 

（参考２）業務規程 

（国の要請に基づく計画策定プロセスの開始） 

第 51 条の４ 本機関は、国から広域系統整備に関する検討の要請を受けた場合

には、計画策定プロセスを開始する。 
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II. 広域系統整備の基本要件 

1. 増強の目的 

北海道本州間連系設備（日本海ルート）を活用した広域的な電力取引の活性化、

再エネの導入促進とレジリエンス強化 

 

2. 必要な増強量 

北海道東北間及び東北東京間で設備容量 200 万 kW を増強する。 

 

3. 期待される効果 

今回の増強により、東地域の各エリア間の運用容量拡大が図られることで、広域

的な電力取引の活性化による総コスト（燃料費＋CO2 対策費）の削減、再エネの出

力制御の緩和効果等が見込まれる。 

また、稀頻度事故に対する供給信頼度の向上のほか、今後予定される既設の北本

連系線の変換器を更新する場合の電力の安定供給維持等の観点からも効果が期待

される。 

 

4. 広域系統整備が必要となる時期 

広域的な電力取引の活性化や、再エネの導入促進及びレジリエンス強化の観点か

ら、できるだけ早期の系統整備が望まれる。 
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5. 広域系統整備の方策 

(1) 工事概要 

 東地域（北海道～東北～東京）の整備における最も合理的な計画として、建

設中のものを含む既設の北海道本州間連系設備及び東北東京間連系線とは別に、

新たな送電ルートの連系設備を新設する。 

主要な工事の対策概要は下表に示す。 

項 目 対策工事概要 

直流送電線 ➢ ±525kV 双極１回線 200 万 kW 直流海底ケーブル新設 

⚫ 後志エリア～秋田エリア 480km 程度 

⚫ 秋田エリア～新潟エリア 320km 程度 

➢ ±525kV 双極１回線２GW 直流地中送電線新設（揚陸部） 

⚫ 後志エリア ６km 程度 

⚫ 秋田エリア ３km 程度 

⚫ 新潟エリア ３km 程度 

交直変換所 ➢ 後志・秋田・新潟エリアへの交直変換設備の設置（自励式） 

 ＜後志エリア＞：交直変換設備 100 万 kW×２×１セット 

 ＜秋田エリア＞：交直変換設備 100 万 kW×２×２セット 

 ＜新潟エリア＞：交直変換設備 100 万 kW×２×１セット 

交流送電線（アク

セス線・開閉所・

引出口） 

〔後志エリア〕 

➢ 後志エリア 275kV 送電線新設 

⚫ 後志エリア交直変換所～後志幹線開閉所 65km 程度 

⚫ 後志エリア交直変換書～道南幹線開閉所 40km 程度 

➢ 後志エリア 275kV 開閉所新設・引出口 

⚫ 後志幹線分岐地点：引出口 ６回線 

⚫ 道南幹線分岐地点：引出口 ６回線 

⚫ 後志エリア変換所：引出口 ２回線×２ 

〔秋田エリア〕 

➢ 秋田エリア 500kV 送電線新設 

⚫ 秋田エリア変換所～河辺変電所 35km 程度 

➢ 秋田エリア 500kV 送電線引出口 

⚫ 河辺変電所：引出口 ２回線 

⚫ 秋田エリア変換所：引出口 ２回線 

〔新潟エリア〕 

➢ 新潟エリア 500kV 送電線新設 

⚫ 新潟エリア変換所～南新潟幹線または新新潟幹線 11km 程度 

➢ 新潟エリア 500kV 開閉所新設・引出口 

⚫ 南新潟幹線または新新潟幹線分岐地点：引出口 ６回線 

⚫ 新潟エリア変換所：引出口 ２回線 

その他設備 ➢ 通信回線・給電システム改修他 
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(2) 概略ルート 

 

 

(3) 概算工事費 

1.5～1.8兆円程度 

（内訳） 

 海域工事：8,700～11,000億円程度 

 陸上工事：4,700～5,100億円程度 

 アクセス線・開閉所工事：1,700億円程度 

(4) 概略所要工期 

６～10年程度 

※再エネ電源の立地状況等を踏まえて６～10年程度での整備を目指す。なお、ケ

ーブル等の製造・設置工程や長距離の海底送電線工事に向けた事前調整等によ

り相当程度工期が変動する可能性があるが、早期の整備に向けて、対応を進め

ていく。 

 

 

 

変電所 
開閉所 
交直変換所 
500kV 送電線  

275kV 以下送電線 
既設・建設中設備 黒 

整備対象 赤 

＜凡例＞ 
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6. 費用負担ガイドラインに基づき概算工事費から試算した特定負担額の見通し 

該当なし 

 

7. 今後のスケジュール 

基本要件決定後の主なスケジュールは以下のとおり。 

 

2025 年年明け目途  実施案及び事業実施主体の決定 

2025 年３月目途   費用負担割合等の決定 

広域系統整備計画の策定 

  

8. その他 

海域工事のうち海底ケーブルルートは、国が実施した海域実地調査をもとにルー

ト選定を行っているが、一部区間においては、他調査の結果や既存資料を確認し、

海底谷を回避したルートの設定を行っており、ケーブル防護については、一定の

仮定のもと、外傷要因を考慮した防護方法の選定を行った。2024 年度には国で

追加調査を予定していることから、その結果を反映することで、ケーブルルート、

ケーブル防護については変更となる可能性がある。また、今後、資材費・労務費、

ケーブル製造に要する費用等についても変動する可能性がある。以上を踏まえ、

実施案においては、最新の調査・検討結果を反映することとする。 

交直変換器は採用実績があり運用制約の少ない自励式変換器の採用を基本とす

る。 
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III. 広域系統整備の目的に照らした受益者の範囲 

連系線増強に伴う３Ｅ（温暖化対策、安定供給、経済効率）の便益のうち、広域

メリットオーダーによりもたらされる便益分は受益者負担の観点から原則全国負

担（沖縄を除く）とし、特に再エネ効果由来の効果分（卸価格低下及び CO2 削減）

については、再生可能エネルギー発電促進賦課金が沖縄を含む全国で電気の使用量

に応じた負担となっていることにも鑑み、再生可能エネルギー発電促進賦課金方式

を選択肢の一つとして検討する。 

これらを踏まえると「受益者の範囲」は、全国の需要家（沖縄は再エネ由来の効

果に限る）となる。 

以 上 
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I. はじめに 

1. 検討開始の経緯 

本機関が 2017 年に広域系統長期方針を策定して以降、我が国の電力ネットワー

クの整備の考え方は大きく変化してきた。 

これまでは系統混雑がないことを前提とし、系統連系申込を受けてから連系後の

想定潮流が流通設備の運用基準値を超過するか否かを評価し、超過する場合には系

統整備を実施するとの考え方であった。今後は、系統混雑を前提とした上で、電源

の導入見込みを考慮して費用便益評価に基づいて系統整備を実施するという新し

い系統整備の考え方へ転換していくこととなる。 

そして、電力ネットワークにおけるこの新しい考え方に対応するよう、費用便益

評価に基づく新しい設備増強規律、混雑を前提とした系統利用ルールや電力ネット

ワークの整備費用を全国で負担する仕組み（全国調整スキーム）などが整理されて

きている。 

加えて、2021年 10月第６次エネルギー基本計画が閣議決定され、2050年カーボ

ンニュートラルの実現に向けた国の動きが活発さを増した。一方で、北海道胆振東

部地震や豪雨・台風による大規模停電や送電線等への被害により、安定供給確保の

ための電力インフラのレジリエンス強化の重要性が再認識された。こうした背景の

もと、電力ネットワーク強靱化と再エネの主力電源化の実現といった長期的な視点

で電力ネットワークの具体的な絵姿を示すことが求められていた。 

こうしたことから、これまでの広域連系系統のあるべき姿の実現に向けた取組の

方向性を踏まえつつ、2017年３月に策定した広域系統長期方針を大幅に見直すこと

とし、広域連系系統に係る将来動向などの見通しや、将来の広域系統整備に関する

長期展望など、更には長期展望の具体化に向けた取組などから構成された広域系統

長期方針（広域連系系統のマスタープラン）の検討を 2020年８月より開始した。 

こうした中、通常であれば、全国大の系統増強計画である広域系統長期方針の策

定を待って、個々の地域間連系線等の整備計画の検討を進めるところ、第 43 回再

生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2022年７月）にお

いて、再エネの導入を加速化する政策的な観点から、一部の地域間連系線について

は、広域系統長期方針の策定を待たずに検討を具体化することが重要であることが

示された。そして、東地域（北海道～東北～東京間）及び中西地域（関門連系線・

中地域）の地域間連系線を対象に、広域系統整備に関する検討の要請を同小委員会

から受けた。 

このため、本機関は、業務規定第 51 条の４に基づき 2022 年７月 20 日に計画策

定プロセスを開始した。 

中西地域（関門連系線・中地域）のうち中国九州間連系設備については、2023年

12月に基本要件を決定した中部関西間連系線と合わせて、九州エリアの再エネを本

州の大消費地に送電することを可能とするために必要となる増強である。 
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特に、2018 年以降、九州エリアでは再エネの出力制御が増加傾向であり、今後、

洋上風力を中心に更なる再エネ導入拡大が想定される中では、出力制御は更に増加

するものと考えられる。加えて、九州エリアでは、容量市場において需要規模に対

する容量拠出金が他エリアよりも高額になっていることや、スポット市場において、

例えば 2022 年度実績では年間の約半分の時間帯で市場分断による値差が生じてい

ることなどを踏まえても、需要面・供給面での対策に加えて、系統面での対策も早

期に進めることが必要である。 

また、中国九州間連系設備の整備により、本州と九州エリアが２ルートで連系さ

れることから、地震等の大規模災害時においても九州エリアとの連系維持が期待さ

れるなど、供給信頼度の向上効果も期待される。 

このように、中国九州間連系設備の整備は、広域的取引上、特に重要なものであ

り、現時点での費用便益の評価には反映しきれない将来の再エネ電源の活用も期待

されることから、引き続き、工事費等を精査しつつ、将来的な再エネ導入拡大の見

込みや、電力のレジリエンス強化の観点のほか、社会的ニーズを加味し、可能な限

り早期に増強し、西日本における再エネを含めた電気の広域的な運用につなげてい

く旨についての方向性が国1にて示された。 

以上の状況を踏まえ、中国九州間連系設備に係る広域系統整備の基本要件及びそ

の系統整備の目的に照らした受益者の範囲について、以下のとおり取りまとめるも

のである。 

 

  

                             
1 第 70回電力ガス・基本政策小委員会（2024年２月 27日）及び第 60回再生可能エネルギー大量導

入・次世代電力ネットワーク小委員会（2024年３月７日） 
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2. 計画策定プロセス開始手続き 

本機関は、2022年７月 13日、国からの要請を受けたことから、業務規程第 51条

の４の規定に基づき、広域系統整備計画の策定に向けた計画策定プロセスを 2022

年７月 20日に開始した。 

 

 

（参考１）第 43回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク 

小委員会（2022年７月 13日） 資料２より抜粋 

 

 

（参考２）業務規程 

（国の要請に基づく計画策定プロセスの開始） 

第 51 条の４ 本機関は、国から広域系統整備に関する検討の要請を受けた場合

には、計画策定プロセスを開始する。 
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II. 広域系統整備の基本要件 

1. 増強の目的 

中国九州間連系設備を活用した広域的な電力取引の活性化、再エネの導入促進と

レジリエンス強化 

 

2. 必要な増強量 

九州から本州向きの運用容量（最大）を現状の 278 万 kW から、100 万 kW 程度増

加させる。 

 

3. 期待される効果 

今回の増強により、中国九州間の運用容量拡大が図られることで、広域的な電力

取引の活性化による総コスト（燃料費＋CO2 対策費）の削減、再エネの出力制御の

緩和効果等が見込まれる。 

また、稀頻度事故に対する供給信頼度の向上のほか、今後予定される既設の中国

九州間連系線（関門連系線）の改修工事における電力の安定供給維持等の観点から

も効果が期待される。 

 

4. 広域系統整備が必要となる時期 

広域的な電力取引の活性化や、再エネの導入促進及びレジリエンス強化等の観点

から、できるだけ早期の系統整備が望まれる。 
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5. 広域系統整備の方策 

 

(1) 工事概要 

中国九州間連系設備の整備における最も合理的な計画として、現在の関門連系

線とは別に、新たな連系設備を新設する。 

なお、将来、 200万 kWへ増強するための拡張性を考慮した設計とする。 

主要な対策工事概要を下表に示す。 

 

項目 対策工事概要 

交直変換所 

➢ 本州・九州側への交直変換設備の設置 

⚫ 本州側 交直変換設備 100万 kW（単極） 

⚫ 九州側 交直変換設備 100万 kW（単極） 

交流開閉所 

➢ 500kV交流開閉所新設 

⚫ 本州側 500kV送電線引出口 ６回線 

⚫ 九州側 500kV送電線引出口 ６回線 

直流送電線 

➢ 直流送電線新設 

⚫ 本州 揚陸点～九州 揚陸点 海底ケーブル２条 40～55km 

⚫ 本州側・九州側渚部 地中ケーブル２条 ２km程度 

⚫ 本州側 交直変換所～揚陸点 架空１回線新設 ２km程度 

⚫ 九州側 交直変換所～揚陸点 架空１回線新設 ９km程度 

交流送電線 

➢ 500kV交流送電線新設 

⚫ 本州側 

・交流開閉所～既設 500kV送電線 ４回線新設 ８km程度 

・交流開閉所～交直変換所 ２回線新設 34km程度 

⚫ 九州側 

・交流開閉所～既設 500kV送電線 ４回線新設 ５km程度 

・交流開閉所～交直変換所 ２回線新設 ４km程度 

その他設備 ➢ 系統安定化装置改修他 
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(2) 概略ルート 

 

 

 

(3) 概算工事費 

3,700～4,100億円程度 

 

(4) 概略所要工期 

６～９年程度 

 

  

交直変換所
100万kW単極

北九州

豊前

脊振

交流
開閉所

新山口

中央

東山口

西島根

既設関門連系線

中国九州間
連系設備

＜本州側500kV系統＞＜九州側500kV系統＞

交流
開閉所

※1 交直変換所や直流送電線等の設計に将来、200万kWへ増強するための拡張性を考慮。
※2 交流系統は2回線送電線を１本線にて表記

交直変換所
100万kW単極

変電所

開閉所

交直変換所

＜凡例＞

赤 対策箇所

送電線
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6. 概算工事費から試算した特定負担額の見通し 

該当なし 

 

7. 今後のスケジュール 

基本要件決定後の主なスケジュールは以下のとおり。 

 

2024年内目途  実施案及び事業実施主体の決定 

2025年３月目途 費用負担割合等の決定 

    広域系統整備計画の策定 

  

 

8. その他 

・交直変換器は採用実績があり、運用制約の少ない自励式変換器の採用を基本と

する。 
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III. 広域系統整備の目的に照らした受益者の範囲 

連系線増強に伴う３Ｅ（温暖化対策、安定供給、経済効率）の便益のうち、広域

メリットオーダーによりもたらされる便益分は受益者負担の観点から原則全国負

担（沖縄を除く）とし、特に再エネ効果由来の効果分（卸価格低下及び CO2 削減）

については、再生可能エネルギー発電促進賦課金が沖縄を含む全国で電気の使用量

に応じた負担となっていることにも鑑み、再生可能エネルギー発電促進賦課金方式

を選択肢の一つとして検討する。 

これらを踏まえると「受益者の範囲」は、全国の需要家（沖縄は再エネ由来の効

果に限る）となる。 

 

 

以 上 
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